
 

 

 
２０２６年３月１９日 

 

県内金融機関と連携した 
「手形・小切手の全面的電子化」の推進について 

 
武蔵野銀行(頭取 長堀 和正)では、全国銀行協会が掲げる「２０２６年度末   

までに紙の手形・小切手の利用をゼロにする」方針に基づき、県内金融機関と   

連携し、電子的な決済手段への移行を推進いたしますので、お知らせします。 

 

埼玉県内では手形を利用している県内企業の約９割が「でんさい（電子記録債権）」

を利用していないとの調査結果注があるほか、「でんさい(電子記録債権）」の未契約・

未活用企業が多数を占めるなど、電子的な決済手段の理解・活用の促進が課題と  

なっております。 

今般の取組みはこうした課題の解決に向け、県内の８金融機関が連携し、電子化

の周知および導入支援を加速させていくものです。 

 

具体的には共同作成した啓発チラシによる店舗でのご案内や、事業者さま向けセ

ミナーの共催など、様々なお客さま接点を活用し、電子化のメリットや導入方法を

分かりやすく紹介してまいります。 

あわせて、紛失リスクの低減や印刷・郵送コストの削減、事務負担の軽減など、  

支払・受取双方の利点や紙使用量削減による環境負荷低減といった社会的意義も 

お伝えしてまいります。 

 

注 株式会社全銀電子債権ネットワーク「２０２５年度手形利用企業数等調査結果」による 

 

≪連携の概要≫ 

参加金融機関 

（８金融機関） 

武蔵野銀行、埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、   

青木信用金庫、飯能信用金庫、熊谷商工信用組合、埼玉信用組合 

具体的取組み 

・共同作成チラシを活用した店舗でのご案内 

・事業者さま向けセミナーの共催 

・電子的な決済手段（でんさいやインターネットバンキング）への 

移行支援 

以 上 

 
報道機関からのお問い合わせ先 

事務統括部 山田 展義・栗原 奈津 
TEL（048）641‐6111（代） 





各金融機関における取組み状況
埼玉県内の金融機関では、手形・小切手の利用廃止に向けた取組みを進めています。

※各金融機関の手形・小切手の取扱いは、
今後予告なく変更となる可能性があります。
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（金融機関コード順）

詳しくは、取引金融機関にお問い合わせください!


